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マイナンバー特集号（第2号） 平成27（2015）年9月15日号 ■発行／日野市
■問合せ先／日野市コールセンター（☎514-8611）

■編集／市民窓口課（☎585-1111）

やむを得ない理由で
住民票の住所地とは異な
る場所にお住まいの方へ

やむを得ない理由で
住民票の住所地とは異な
る場所にお住まいの方へ

民間事業者にも
マイナンバー制度は
関わってきます

民間事業者にも
マイナンバー制度は
関わってきます
　　税関係、健康保険・厚生年金関係などで
従業員の個人番号を取り扱います。そのた
め、以下の準備が必要です。
・個人番号を適正に扱うための社内規定づく
り
・個人番号に対応したシステム開発や改修
・特定個人情報の安全管理措置の検討
・社内研修・教育の実施など
　　これらの準備を適正に行っていただくた
め、内閣府　　に事業者向けの動画や「特定
個人情報の適正な取り扱いに関するガイド
ライン（事業者編)」およびＱ＆Ａを公開し
ています。

土曜窓口の休止土曜窓口の休止

　マイナンバー制度導入に伴うシステムメンテナンスのため、土曜窓口業務の休止および自動
交付機を停止します。

自動交付機の停止自動交付機の停止

10/5㈪～9㈮10/3㈯

HPHP

に関する

お知らせ

　　「通知カード」は住民票の住所地に送付
されます。ただし、次の方は9/25㈮までに
住民票がある市区町村で送付先変更の手続
きをすれば、送付先を変更できます。お早
めにお手続きください。
①東日本大震災の被災者
②DV、ストーカー行為や児童虐待などの被害
者
③長期間にわたり医療機関・施設などに入
院・入所が見込まれる単身者
※申請書は市　　から ダウンロード できます。

※市民窓口課、豊田駅連絡所、七生支所で17：15～20：00に証明書発行業務のみ延長して行います

10㈯9㈮8㈭7㈬6㈫5㈪4㈰3㈯2㈮

自動交付機（市内４カ所・全５台） ○×××××○○○

市民窓口課、納税課、保険年金課、
豊田駅連絡所、七生支所 ○○※○※○※○※○※××○

( 社会保障・税番号 )( 社会保障・税番号 )( 社会保障・税番号 )

あなたの手元に
大切なカード
が届きます。

広報今号では 　　　　　　
をお届けしてから「個人番
号カード」申請までの流れ
をお知らせします

マイナンバー特集号(第2号)広報

マイナンバー制度のお問い合わせ

全国コールセンター
（全国共通ナビダイヤル）

受付時間　9：00～ 17：00
（土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く）
※10/17 ㈯から土曜日も開設

※ナビダイヤルは通話料がかかります

日 野 市
コールセンター514-8611514-8611514-8611

10月下旬から

の通知が届きます

マイナンバー 検索

｢通知カード」｢通知カード」
「個人番「個人番

号カード」号カード」

English・中文・한국어・Español・Português
（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応）
※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く9：30～17：30

※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く9：30～17：30

0570-20-01780570-20-01780570-20-0178 0570-20-02910570-20-02910570-20-0291



「通知カード」はいつどこに届くの？

　個人番号の「通知カード」
　個人番号カード交付申請書
・返信用封筒
・案内書

お知らせに入っているもの

案内書

②内容を確認してください

③「通知カード」は大切に

①簡易書留で住民票の住所地の住
所に世帯単位で届きます

A

Q
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切
り
取
り

　「個人番号カード」申請時に必要と
なります。また、今後さまざまな行政
手続きで個人番号が使用されますの
で、大切に管理してください。

　｢通知カード」は10月下旬から住民票の住所に転送不要の簡易書留で
送付します。住民票の住所とお住まいの場所が違う場合には、10/2㈮まで
に住所異動の手続きをお願いします。ただし、東日本大震災の被災者などや
むを得ない理由がある場合は送付先を変更できます。詳細は広報今号特集号最
終ページをご覧ください。
※｢通知カード｣は全国全ての住民に順次送付するため､お手元に届くのが1カ月程度遅れる場合があります

平成 27年 10月下旬から
「通知カード」受け取り

「個人番号カード」申請開始
 ・・・P6

平成 28年 1月から
「個人番号カード」交付開始・・P6
全国のコンビニエンスストアで
住民票などの各種証明書発行開始
 ・・・P5

マイナンバー導入スケジュール

・・・P2,3

マイナンバー制度概要
　マイナンバーとは国民一人ひとりが持つ12
桁の個人番号のことです。平成28年1月以降か
ら、社会保障、税、災害対策の手続きで個
人番号が必要になります。
　マイナンバー制度は､「行政の効率化｣､「国
民の利便性向上｣､「公平公正な社会の実現」
を目的に導入されます。
　下記のスケジュールでマイナンバー制度は
実施されます。10月下旬から皆さまにお知ら
せする「通知カード」は平成28年1月から行政
手続きなどで使用する大事な書類ですので、
大切に管理してください。

簡易書留

27.9.15

A　大丈夫です。マイナンバー制度は、以下の通り個人情報保護の方策を厳重に
行います。

私の個人情報はしっかり守られるの？

事務取扱者への教育
　情報を取り扱う全ての事務取扱者に対して、研修受講を義務付け、情報を適正に扱うた
めのモラルと技術を身に付けることを継続します。
適正な取り扱いの検査
　定期的な自己点検・内部監査・外部監査を通じて、情報の取り扱いを検査し不適切な事
象を是正する活動を継続します。

日野市の情報の安全管理

｢個人番号カード」の安全性

　「個人番号カード」のＩＣチップには所得情報や健康情報などの
プライバシー性の高い個人情報は記録されません。
　顔写真付で暗証番号も設定されているので不正に利用される心配
もありません。
　また、もしも紛失・盗難にあった場合には、国のコールセンター
が24時間365日専用ダイヤルで対応します。

　市では、国が必要としている情報の安全管理措置全ての項目に取り組んでいます。特に
次の対策に注力しています。

Q
6

【電子システム上の保護】
●個人情報は各機関で今まで通り分散管
理（芋づる式の情報漏えいを未然に防ぐ）
●各機関で接続できる人の制限や通信の
暗号化（システムの接続制限）
●自宅のパソコンで自分の個人情報にア
クセスした行政機関を確認できる機能（マ
イナポータル機能）など

【制度上の保護】
●行政手続きの際は、個人番号だけでは処
理せず、必ず本人確認（成りすましを防止）
●システム開発や改修を行う前に、個人番
号の保護体制について評価
●マイナンバー法の規定によるものを除き、
個人番号の収集、保管などの禁止
●個人番号が適切に管理されているか第３
者委員会が監視・監督

都道府県
サーバー

他の市区町村等
サーバー

照会 照会提供 提供

市区町村の窓口

分散管理

▲個人番号カード（裏面）

12345･･･

+

マイナンバ－特集号

成りすまし防止



A
｢通知カード｣が届いたらどうするの？

▲表面 ▲裏面

　皆さまの個人番号をお知らせする大切なカードです。個人番号は平成28
年1月からさまざまな行政手続きで必要となります。記載内容を確認し、
「個人番号カード」申請時や、行政手続きの際にご利用ください。
▶「通知カード」が届いてからの注意
(1)引っ越しなどで住所が変わる場合は、裏面に新住所を記載するため、住
民異動届を提出する際、必ず市区町村の窓口へ提示してください。
(2)紛失などによる再発行には手数料がかかります。

Q
2

「個人番号
カード」の
詳細は
次ページで

マイナンバ－特集号

｢個人番号カード｣の申請方法は？

　平成28年1月以降､｢交付通知書」
を送付します。運転免許証などの
「本人確認書類」と「通知カード｣､
「交付通知書」などを持って市役所
１階101会議室に設置する特設窓口
へお越しください。暗証番号などを
設定し、｢個人番号カード」をお渡
しします。

　「個人番号カード交付申請書」
のＱＲコードから申請用ＷＥＢ
サイトへアクセスし、スマート
フォンなどで撮影した顔写真で
申請できます。

　申請方法は次の 2 通りあります。お手元に「通知カード」が届き次第申請
できますので、お早めにお手続きください。代理人申請など、申請方法の詳
細は、「通知カード」に同封の「案内書」をご覧ください。

　「個人番号カード交付申請書」に
必要事項を記入し、顔写真を張り付
け返信用封筒に入れてポストへ投函

｢個人番号カード｣の申請方法

個人番号カード交付申請書

申請受付
申請補助
サービス

申請時持ち物
チェックリスト
□本人確認書類
　・パスポート
　・運転免許証
　　　　　など
□通知カード
□交付通知書
□住民基本台帳カー
ド（持っている方）

初回
無料

AA

日程・会場 11/28㈯･･･市役所１階101会議室
12/6 ㈰･･･七生支所
※詳細は市　　および広報ひのでお知らせしますHP

　書き方が分からない場合は日野市コールセンター（☎514－8611）へお問い合わせください。また、
下記の通り申請補助および受付業務を行います。

郵送による申請スマートフォンなどを使った
ウェブ申請

Q
5

〒

申請後の手続き（平成28年 1月以降）

※
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「個人番号カード」って便利なの？

　「個人番号カード」発行開始に伴い、12/28㈪をもって
「住民基本台帳カード」の新規発行が終了となります。そ
の後は「個人番号カード」を申請してください。
　なお、すでにお持ちの方については、カードに記載され
た有効期限まではお使いいただけます。

　平成28年からは公的個人認証サービスを利用するには
「住民基本台帳カード」ではなく「個人番号カード」が必
要となります。
　経過措置として、現在「住民基本台帳カード」に格納さ
れている電子証明書の有効期限が残っている場合はそのま
ま有効期限満了日までご利用いただけます。
　また、電子証明書の発行・更新は12/22㈫で終了となり
ます。それ以降公的個人認証サービスを利用するには、今
年中に電子証明書を更新するか、お早めに「個人番号カー
ド」を申請していただく必要があります。なお、「個人番
号カード」の申請が集中することが予想されるため、確定
申告の期限までにカードを受け取れない可能性もあります
のでご注意ください。

A 　「個人番号カード」はカード１枚で公的な本人確認書類（氏名、住所、
生年月日、顔写真付き）と個人番号が証明できる唯一のカードです。
　なお、有効期限は発行から10年間（20歳未満は5年間）です。

全国のコンビニエンスストアで住民票などの証明書が取得できます

平成28年1月以降の行政手続きがスムーズに

税金の確定申告などの電子申請

　平成28年１月以降、さまざまな行政手続きで個人番号と本人確認を証明しなくてはなり
ません。「個人番号カード」は両方を証明できる唯一のカードです。

　ご自宅のパソコンを使って税金の確定申告（e-Tax、eLTAX）
などの電子申請にも使えます。また、下記の通り、「住民基本台
帳カード」が使用できなくなりますので、「住民基本台帳カード」
をお持ちの方は、「個人番号カード」へ切り替えをお願いします。

【利用可能時間】
6:30～23:00※年末年始およびメンテナン
ス時を除く
【取得可能な証明書】
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非
課税）証明書、戸籍全部（個人）事項証明
（戸籍謄本・抄本）
※戸籍については、日野市に本籍がある方
のみ

　本当です。平成28年１月以降、日野市に住民登録のある方が、全国約45,000の
コンビニエンスストアで住民票などの証明書を取得できるサービスを行う予定で
す。
　今後はいつでも・どこでもお出掛け先のコンビニエンスストアですぐに取得でき
ます。ぜひご利用ください。

コンビニエンスストアで
住民票がとれるって本当？

１．「個人番号カード」を取得する ２．「個人番号カード」を持って、
      お近くのコンビニへ

A

　郵送またはウェブによる申請
後、「通知カード」と引き換えに
無料で交付します。

コンビニエンスストアでの各種証明書取得方法

利用可能コンビニエンスストア一覧利用可能コンビニエンスストア一覧利用可能コンビニエンスストア一覧
コンビニ

コンビニコンビニ

コンビニ

●セブン-イレブン
●ファミリーマート
●サークルKサンクス
●ローソン

自動交付機との比較

コンビニ交付の詳細
はマイナンバー特集
号第３号（12/15
㈫発行予定）でお知
らせします。

いつでも、どこでも証明書発行いつでも、どこでも証明書発行

全国
約45,000
店舗

自動交付機

コンビニエンス
ストア

市内４カ所（５台）

市内約50店舗
全国約45,000店舗

全日
6：30～ 23：00

平日
8：30～ 20：00
土曜・日曜日、祝日
8：30～ 17：00

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・課税（非課税）証明書
・戸籍全部（個人）事項
証明（戸籍謄本・抄本）
※戸籍については、日野
市に本籍がある方のみ

※平成29年3/31
に運用を終了予定

※平成28年1月から
運用開始予定

区分 設置場所 利用可能日時 証明書の種類

住民基本台帳カード

個人番号カード

新規発行・更新･･･12/28㈪まで
※公的個人認証の発行・更新は
12/22㈫まで

▲表面

裏面▶

「住民基本台帳カード」の発行終了

公的個人認証サービスを利用されている方へ

Q
4

Q
3

安全安心
　「個人番号カード」のＩＣチップは所得情報や健康情報などプライバシー性の高
い個人情報は記録されません。詳細は広報今号特集号７ページをご覧ください。

「個人番号カー
ド」の申請方法
は次ページをご
覧ください。

27.9.15マイナンバ－特集号


